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   柏 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 制 定 に つ い て  
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   提 案 理 由  

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め ， 発 言 席 に お

け る 発 言 ， 文 書 質 問 及 び オ ン ラ イ ン 会 議 シ ス テ ム を 活 用 し た 委 員 会

の 開 会 が で き る こ と と し た い の で 提 案 す る 。  

 

 

 

 

 



 

柏 市 議 会 規 則 第   号  

 

   柏 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 柏 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 柏 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 

 目 次 中 「 第 １ １ ９ 条 ・ 第 １ ２ ０ 条 」 を 「 第 １ １ ９ 条 ― 第 １ ２ ０ 条

の ２ 」 に 改 め る 。  

 第 ５ ０ 条 第 １ 項 本 文 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め ， 同 項 た だ し

書 中 「 簡 易 な 事 項 に つ い て 」 を 「 議 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 」

に 改 め ， 「 議 席 」 の 次 に 「 又 は 発 言 席 」 を 加 え る 。  

 第 ６ ３ 条 の ２ 中 「 ， 質 疑 又 は 質 問 」 の 次 に 「 （ 第 ６ ４ 条 の ２ 第 １

項 の 規 定 に よ る 文 書 質 問 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 第 ６ ６ 条 本 文 に お

い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ６ ４ 条 中 「 質 問 」 を 「 第 ６ ２ 条 第 １ 項 又 は 第 ６ ３ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 質 問 」 に 改 め ， 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 文 書 質 問 ）  

第 ６ ４ 条 の ２  議 員 は ， 会 期 中 ， 市 の 一 般 事 務 に つ い て ， 議 長 の 許

可 を 得 て 文 書 に よ り 質 問 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 質 問 （ 以 下 「 文 書 質 問 」 と い う 。 ） は ， 簡 明

な 主 意 書 を 議 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  議 長 は ， 文 書 質 問 を 許 可 し た と き は ， 答 弁 書 を 提 出 す べ き 期 日

を 指 定 し て ， 当 該 文 書 質 問 の 主 意 書 を 市 長 そ の 他 の 関 係 機 関 に 送

付 す る も の と す る 。  

４  議 長 は ， 市 長 そ の 他 の 関 係 機 関 か ら 答 弁 書 の 提 出 を 受 け た と き

は ， こ れ を 文 書 質 問 の 主 意 書 と と も に 全 議 員 に 配 付 す る も の と す

る 。  

 第 ７ ８ 条 第 １ 項 中 第 １ ６ 号 を 第 １ ７ 号 と し ， 第 １ ５ 号 の 次 に 次 の

１ 号 を 加 え る 。  

(16) 文 書 質 問 の 主 意 書 及 び 答 弁 書  

 第 ８ ４ 条 第 １ 項 中 「 出 席 で き な い と き 」 の 次 に 「 （ 柏 市 議 会 委 員



会 条 例 （ 昭 和 ６ ２ 年 柏 市 条 例 第 ３ ０ 号 。 以 下 「 委 員 会 条 例 」 と い

う 。 ） 第 １ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 の 許 可 を 得 た 委 員 が 同 項 に 規 定 す る オ ン

ラ イ ン 出 席 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 出 席 」 と い う 。 ） を す る こ と が で き

な い と き を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ８ ７ 条 第 １ 項 中 「 出 席 委 員 」 の 次 に 「 （ 委 員 会 条 例 第 １ ７ 条 第

１ 項 に 規 定 す る オ ン ラ イ ン 出 席 委 員 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 出 席 委 員 」

と い う 。 ） を 含 む 。 第 １ ２ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ２ ５ 条 第 １ 項 を 除 き ，

以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え ， 同 条 第 ２ 項 中 「 退 席 」 の 次 に 「 （ オ ン ラ イ

ン 出 席 委 員 に あ っ て は ， オ ン ラ イ ン 出 席 を し な い こ と ） 」 を ， 「 出

席 」 の 次 に 「 （ 委 員 会 条 例 第 １ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る オ ン ラ イ

ン 委 員 会 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 委 員 会 」 と い う 。 ） に あ っ て は ， オ ン

ラ イ ン 出 席 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ２ 章 第 ５ 節 中 第 １ ２ ０ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ オ ン ラ イ ン 委 員 会 に お け る 互 選 ）  

第 １ ２ ０ 条 の ２  前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， オ ン ラ イ ン 委 員 会 に

お け る 委 員 長 及 び 副 委 員 長 の 互 選 の 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 は ， 議

長 が 別 に 定 め る 。  

 第 １ ２ ２ 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

 た だ し ， オ ン ラ イ ン 出 席 委 員 に あ っ て は ， こ の 限 り で な い 。  

 第 １ ２ ８ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ オ ン ラ イ ン 委 員 会 に お け る 挙 手 者 等 の 多 少 を 認 定 し 難 い と き 等

の 表 決 ）  

第 １ ２ ８ 条 の ２  第 １ ２ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ２ ５ 条 か ら 前 条 ま で の

規 定 に か か わ ら ず ， オ ン ラ イ ン 委 員 会 で 委 員 長 が 挙 手 者 若 し く は

起 立 者 の 多 少 を 認 定 し 難 い と き 若 し く は 委 員 長 の 宣 告 に 対 し て 出

席 委 員 か ら 異 議 が あ る と き 又 は 委 員 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き

若 し く は 出 席 委 員 か ら 要 求 が あ る と き の 挙 手 又 は 起 立 に よ ら な い

表 決 の 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 は ， 議 長 が 別 に 定 め る 。  

 第 １ ４ ５ 条 本 文 中 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め ， 「 入 る 者 」 の

次 に 「 又 は オ ン ラ イ ン 出 席 を す る 者 」 を 加 え る 。  

 第 １ ５ ７ 条 中 「 出 席 し 」 を 「 出 席 を し 」 に 改 め ， 「 退 去 」 の 次 に

「 （ オ ン ラ イ ン 委 員 会 に あ っ て は ， オ ン ラ イ ン 出 席 を し な い よ う に

す る こ と を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。  



 

   附  則  

 こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


